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「政治分野における男女共同参画推進法」制定を目指して 
 

はじめに 
 ２００３年、内閣に設置される男女共同参画推進本部は「２０２０年までに、

指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも３０％程度になるように期待す

る」と明記した「女性のチャレンジ支援策の推進について」を決定し、いわゆ

る「２０２０３０」目標を掲げた。次いで２０１０年１２月に策定された第３

次男女共同参画基本計画では、国家公務員、国の審議会といった政府が取り組

むことが出来る分野のみならず、政治・経済分野にも対象を広げて具体的な数

値目標を設定するに至った。 
 本稿では、「政治分野における２０２０３０」について、立法府においてどの

ような取り組みがなされているのか、我が国の現状や諸外国の取組み状況と併

せて、筆者が事務局長を務める超党派「政治分野における女性の参画と活躍を

推進する議員連盟」における活動を紹介することにより、立法府の現場からの

ご報告とさせて頂く。 
 

Ⅰ．「政治分野における２０２０３０」と現状 
１．政治分野における２０２０３０ 
 政府は、２０１０年１２月に策定した第３次男女共同参画基本計画において、

政策・方針決定過程への女性の参画は極めて低調であり、特に、政治分野にお

ける女性の参画の拡大は重要であることから、目標数値をもって、政党等に積

極的な取組みを促すなど働きかけを行う方針を明記した。具体的には、政府と

して達成を目指す目標として、衆議院議員、参議院議員の候補者に占める女性

の割合を平成３２年（２０２０）までに３０％とする「政治分野における２０

２０３０」を示したのである(1)。政党等の自主性・自律性が重んじられる分野に

おいて、政府が数値目標を示したことは画期的であったと言える。 
 
２．国政選挙における女性候補者の割合 
衆議院議員総選挙においては、中選挙区制に代わり小選挙区制・比例代表制

が導入された平成８年（１９９６）の第４１回総選挙以降、これまで一桁を超

すことのなかった女性候補者の割合が二桁に転じ、平成２１年（２００９）の



第４５回総選挙における１６．７％が戦後最高値、次いで直近に行われた平成

２６年１２月の第４７回総選挙の１６．６％が２番目となっている(2)。（図１参

照） 

 
参議院議員通常選挙においては、昭和５５年（１９８０）の第１２回通常選

挙で６．３％だった女性候補者の割合は、拘束名簿式比例代表制を導入した昭

和５８年（１９８３）の第１３回通常選挙の１２．８％以降順調に伸びを示し、

平成１３年（２００１）の２７．６％が戦後最高値、直近選挙である平成２８

年７月に行われた第２４回通常選挙の２４．７％が次いでいる(3)。（図２参照） 

 
いずれにしても国政選挙における女性候補者の割合は、現状では衆参ともに

３０％の目標に達していない。２０２０年までに衆議院議員総選挙は少なくと

も１回は行われ、参議院議員通常選挙は２０１９年の１回のみであるが、特に、

前回１６．６％が戦後２番目に高い割合である衆議院議員選挙においては、積

極的な取組みを行わないままでの３０％の目標達成は困難であると考えられる。 



 
３．国政選挙における男女別当選率 
 「政治分野における２０２０３０」の目標設定は、議員に占める割合ではな

く、あくまでも候補者に占める女性の割合である。戦後我が国の過去及び現在

の選挙制度を踏まえれば、目標値を議員ではなく候補者に置くことは合理的と

考えるが、候補者に占める女性の割合と議員に占める割合にはかい離があるこ

とに留意しなければならない。衆議院議員総選挙において、小選挙区制・比例

代表制が始まった第４１回から第４７回までの男女別当選率平均値を見ると、

男性３９．６％に対し女性２１．１％、参議院議員通常選挙において、非拘束

名簿式比例代表制が導入された第１９回から第２４回までの同じく値は、男性

３２．７％、女性２１．９％と、いずれも女性の当選率は男性を下回っている。 
特に、衆議院小選挙区における女性の当選率は過去７回の平均値が１０．５％

と顕著に低くなっており(4)、このことは後述する通り、選挙制度と有権者が候補

者（及び国会議員）に求める政治活動内容に起因することが推測される。 
 
 

Ⅱ．諸外国との比較 
１．諸外国議会の女性議員比率 
 上述の通り、国政選挙での女性の当選率は男性を下回っているため、我が国

の国会における女性議員比率は候補者比率よりさらに低くなり、衆議院では９．

３％、参議院では２０．７％である(5)。この比率を諸外国と比較すると、衆議院

は１９３か国中１６４位、参議院は７７か国中４１位、さらに、ＯＥＣＤ加盟

国３５か国中、衆議院の女性議員比率は最下位である（２０１７年３月現在）(6)。 

 

２．クオータ制の導入状況 
 諸外国では、女性議員を増やすための様々なポジティブ・アクションが取り

入れられているが、その中でも高い効果が見込まれる手法とし注目されている

のが、性別を基準に一定の人数や比率を割当てるクオータ制である。本稿では、

クオータ制の、諸外国での導入状況と国会における女性議員比率（以下、女性

議員比率）に着目してみた。 
 国会における女性議員比率上位１９位２１か国において、クオータ制は３位

のキューバと１０位のフィンランドを除いて全ての国で導入されており、極め

て高い導入率となっている(7)。逆に、クオータ制を導入せずに高い女性議員比率

を得ている２か国に関心を寄せてみると、キューバにおける議員選出は、共産

党によって選ばれた候補者に対する信任投票であり、キューバ共産党は公式に

はクオータを否定しているが、実際には候補者の男女比を大きく考慮している

ことが報告されている(8)。また、フィンランドは１９０６年、世界で最初に女性

に選挙権と被選挙権を与えた国であり、女性運動の活動が活発であり女性の投



票率が男性を上回るという、クオータ制を導入せずとも女性議員比率が高まる

歴史的社会的背景があると考えられる(9)。 

 ＯＥＣＤ加盟国３５か国を見ると、２９か国においてクオータ制が導入され

ており、特に、１９９５年から２０１７年の間に女性議員比率を１５％以上伸

ばした１３か国全ての国においてクオータ制が導入されていることは注目に値

する(10)。クオータ制の導入と女性議員比率増との相関が一定程度見てとれる。 
 

３．クオータ制の形態 
 クオータ・プロジェクトの調査によると、クオータ制は１１１か国・地域で

導入されているが、その形態は法制化の有無と規制の対象という２つの基準に

より分類することが出来、諸外国の実際の事例は３類型に大別される。 
一つ目は、「法律型議席割当クオータ」である。特定の性別に対し、あらかじ

め一定の議席割合を確保することを憲法や法律に定めるクオータ制で、国政選

挙に導入している国は２４か国・地域となっているが、その多くはアフリカ及

びアジア諸国であり、代表例として、女性議員比率が世界１位のルワンダや急

速に女性議員比率を伸ばしている台湾が挙げられる。 
二つ目として、各政党が擁立する公認候補者の性別比率をあらかじめ定める

ことを法律で規定する「法律型候補者クオータ」が挙げられる。こちらは５５

か国で採用されており、代表的な国としてフランス、韓国などが挙げられる(11)。

パリテ（男女同数制）の概念が普及するフランスは、１９８２年、１９９９年

の憲法院による違憲判決を踏まえ、パリテ条項を加える憲法改正を経て、パリ

テ法が制定されるという紆余曲折を辿っていることが知られている(12)。 

三つ目の類型は、候補者における性別比率について、法制化はされていない

が、政党等の規約類において自発的に定められている「政党型クオータ」であ

り、導入している政党がある国は３２か国とされている。代表例としては、緑

の党による導入を皮切りに主要政党にも拡がったドイツ、労働党によって導入

されたイギリスなどが挙げられる。なお、イギリスにおいてはクオータ制の手

法である女性限定リストが性差別禁止法違反であるとの判決を受けて、政党の

候補者選定に関する事項を除外する同法の改正を行っていることを附記してお

きたい(13)。 

 
 

Ⅲ．我が国の立法府での取組み 
１．「政治分野における女性の参画と活躍を推進する議員連盟」の設立 
 我が国の女性議員比率は僅かずつではあるが伸びを見せているものの、諸外

国と比して極めて低調であり、事態の改善に向けて立法府としての取組みが急

務である、との共通認識のもと２０１５年２月２６日、超党派の国会議員によ

り「政治分野における女性の参画と活躍を推進する議員連盟」（以下、議員連盟）



が設立された。議員連盟には２０１７年６月現在、６０名の衆参国会議員が加

入し、役員会には全ての政党・会派から少なくとも１人が参加し、議員連盟と

政党・会派との調整役を担って頂いている。筆者は議員連盟の設立以来、事務

局長を務めておりその活動を知る立場から、これまでの議員連盟での取組みに

ついて、法案策定を中心に紹介させて頂くこととする。 
 
２．議員連盟での法案策定 
 議員連盟では設立以来、研究者や企業経営者、諸外国の閣僚や議会代表者、

国際的研究機関等からのヒアリングや意見交換を精力的に実施すると同時に、

議員連盟内に設置されたワーキングチーム（以下、ＷＴ）において、議員立法

の検討・策定作業を行ってきた。ＷＴには９人の国会議員に加えて、上智大学

法学部教授の三浦まり氏にも参加して頂き、政治学者のお立場から貴重なご助

言を頂いた。 
 まずＷＴでは、立法を検討するに際して、次の３点について認識を共有する

ことから始まった。①立法の目指すところは、法律で政党等にクオータ制など

ポジティブ・アクションを義務付けるものではなく、女性の候補者擁立など政

党等による自発的な活動を促すための環境整備であること（法律型クオータで

はなく、政党による自主的取組みの推進）。②憲法との整合性に留意すること。

具体的には、国政選挙における性差別の禁止（４４条）、性別による差別の禁止

の解釈の一つとして、男性候補者への立候補権侵害・逆差別、女性候補者・当

選者のスティグマ（１４条１項）、政党の自律権、結社の自由の侵害（２１条１

項）等、法的拘束力の度合いに注意すること。③全党・会派による超党派議員

連盟の活動の具現化として、法案提出にあたっては全会一致による成立を目指

し、全ての政党・会派の合意が得られる立法に努めること。 
 上記認識のもとＷＴでは、２本の法案策定作業を行った。一つは、「政治分野

における男女共同参画の推進に関する法律案」（以下、政治分野における男女共

同参画推進法案）である。男女共同参画社会基本法の下に位置する政治分野に

おける個別推進法である。２０１５年８月に成立した「女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）は、経済分野・職業生活におけ

る女性の活躍を推進する法律であるのに対し、同法案は女性活躍推進法の政治

分野版と位置づけられるものである。もう一つは、女性候補者擁立及び立候補

を後押しする一つの策として、衆議院の比例代表選挙名簿に新たな選択肢を加

える「公職選挙法の一部を改正する法律案」である。具体的には、衆議院の比

例代表選挙における、重複立候補者名簿の登載方法について、現行法では同一

順位で惜敗率順に当選を決定する方法のみであるところ、改正法案では、政党

のあらかじめの判断によって同一順位内で男女交互に当選決定できる方法を追

加するものである(14)。２法案のうち、政治分野における男女共同参画推進法案

については、本稿執筆中の現時点では、全党・会派の合意を得て国会に提出す

べく調整が行われている。 



３．「政治分野における男女共同参画推進法案」の概要 
 超党派の国会議員による「政治分野における男女共同参画推進法案」は、全

党・会派の合意を得られることを念頭に策定されたものであり、様々な立場や

意見の最大公約数を見出す作業であった。男女が共同して参画する民主政治の

発展に寄与することを目的として謳い、その基本原則として、衆議院、参議院

及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となること

を目指して行われることを明記し、実態調査や情報収集、啓発活動、環境整備、

人材の育成など、国及び地方公共団体に責務を規定し、政党や政治団体には自

主的取組みの努力義務を課している(15)。推進法としてもシンプルな構成の法案

であり、詳細については今後の国会における議論に委ねることとするが、本稿

では本法案の対象者について少し触れてみたい。 
本法案は男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与することを目的とし

ており、法案の名称が示すとおり、政治分野において持てる力を十分に発揮し

てもらうよう男女共に応援する趣旨であることは明らかであるが、加えて、男

女が政策の立案・決定への機会が確保される職として、公選による公職（選挙

で選ばれる議員・首長）だけでなく、非公選のもと選任される内閣総理大臣そ

の他の国務大臣から副知事、副市長村長など、政治分野における指導的地位に

ある者を広く対象としている。本法案の目的を踏まえた上での議員連盟の判断

であると言える。また、公選による公職には、国会議員だけでなく地方議員も

含まれている。女性議員ゼロの市区町村議会が全体の約２割を占めるなど（図

３参照）、我が国の地方議会における女性議員比率に対する議員連盟の問題意識

が表れたものである。 

 

おわりに 

 超党派議員連盟で策定された「政治分野における男女共同参画推進法案」は、

法律によって政党等にクオータ制などポジティブ・アクションを押し付けるも

のではなく、あくまでも政党等の自主的取組みを促すものである。仮に推進法



が成立すれば、政党等が法の趣旨を踏まえた取組みを行うことが期待されるが、

「政治分野における２０２０３０」の達成や、政治分野における女性の参画と

活躍の推進は、社会全体で取り組まなければ実現しない。我が国において女性

議員比率が低い原因としては、女性の資金面、体力面、人材面の不足が考えら

れる。資金面においては、女性の経済力向上はもとより、政党その他による経

済支援制度の充実が考えられる。体力面においては、そもそも政治家や候補者

が有権者に求められる活動内容について、社会慣習の問題として考える必要が

あり、このことは選挙制度とも関係する。また、人材面においては有力な人材

源である地方議員や官僚に女性が少ないことも指摘されている(16)。 
 国権の最高機関である国会において、国民の多様な意思が的確に反映される

よう、立法府はもとより社会全体での取組みが求められる。 
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